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、
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紙
答
弁
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送
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。



衆
議
院
議
員
高
井
美
穂
君
提
出
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

金
融
庁
金
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室
（
以
下
「
相
談
室
」
と
い
う
。
）
は
、
金
融
庁
の
行
政
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の

質
問
、
相
談
、
意
見
等
に
つ
い
て
金
融
庁
と
し
て
一
元
的
に
対
応
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
相
談
員
が
相
談
者
か
ら

の
相
談
等
を
受
け
て
、
一
般
的
な
知
識
の
提
供
、
論
点
の
整
理
、
関
係
す
る
業
界
団
体
の
苦
情
処
理
機
関
等
の
紹
介
や
相
談

に
当
た
っ
て
の
留
意
点
の
伝
達
等
を
行
っ
て
い
る
。

個
別
の
事
案
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
も
相
談
者
の
主
張
を
十
分
に
聴
取
し
た
上
で
同
様
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
が
、
一

般
に
、
相
談
者
と
金
融
機
関
の
間
で
生
じ
る
個
別
の
紛
争
は
、
私
法
上
の
契
約
に
係
る
問
題
で
あ
り
、
基
本
的
に
当
事
者
間

に
お
い
て
、
又
は
訴
訟
手
続
若
し
く
は
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
金
融

庁
と
し
て
は
、
金
融
機
関
と
の
個
別
の
取
引
に
係
る
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
等
は
行
っ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

銀
行
、
保
険
、
証
券
等
の
業
界
に
お
い
て
は
、
業
界
団
体
の
苦
情
処
理
機
関
に
対
す
る
相
談
で
は
納
得
し
な
い
者
の
た
め

に
、
弁
護
士
等
の
中
立
的
な
第
三
者
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
機
関
や
、
申
立
費
用
を
業
界
団
体
が
負
担
し
て

一



弁
護
士
会
の
仲
裁
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
仕
組
み
等
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
社
会
的
弱
者
」
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

相
談
者
と
金
融
機
関
の
間
で
生
じ
る
個
別
の
紛
争
に
つ
い
て
は
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
金
融
庁

と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
相
談
室
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
等
に
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
相
談
事
例
を
金
融
行
政
に
有
効

に
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


